
議案第７号  

 

秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例を制定するこ

とについて 

 

 秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。 

 

  平成３０年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 次の理由により制定するものであります。 

 (1) 介護保険法の一部改正により、本市において指定居宅介護支援及び基準

該当居宅介護支援の事業の基本方針、事業者の指定要件等を定める必要が

生じたこと。 

 (2) 応益負担の観点から指定居宅介護支援事業者からの指定申請及び指定の

更新申請の事務について、本市が徴収する手数料及びその額を定めること。 



- 1 - 

 

秦野市条例第  号  

 

秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業

の基本方針等について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によ

る。 

（指定居宅介護支援の事業の基本方針） 

第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行

われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用

者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に

不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を

含む。）、地域包括支援センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１

条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努め

なければならない。 

(指定居宅介護支援事業者の指定) 

第４条 指定居宅介護支援事業者の指定の申請に係る法第７９条第２項第 1 号

の条例で定める者は、法人である者とする。 
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（手数料） 

第５条 法第４６条第１項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定及び法

第７９条の２第１項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受

けようとする者は、その申請１件について、次に掲げる手数料を納付しなけ

ればならない。 

(1) 指定居宅介護支援事業者の指定の申請手数料 ２０，０００円 

 (2) 指定居宅介護支援事業者の指定の更新申請手数料 １０，０００円 

２ 市長は、公益上必要があると認めるとき又は災害その他特別の理由がある

と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

３ 既に納付された手数料は、還付しない。 

（準用） 

第６条 第３条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介

護支援の事業の人員及び運営に関する基準等について必要な事項は、規則で

定める。 

 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第７号資料１ 

 

秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例施行規則制

定案要綱 

 

１ 施行規則に規定する内容 

(1) 居宅介護支援の人員及び運営に関する基準 

 (2) 事業者の指定申請に係る手続等 

 (3) 本市が行う事業者に対する指導及び監査についての方法等 

 

２ 指定居宅介護支援の人員及び運営に関する基準の主な内容（厚生労働省令

に準じた内容） 

 (1)  人員に関する基準 

  ア 利用者の数３５に対し、１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置か

なければならないこと。 

  イ 管理者として常勤の主任介護支援専門員を置かなければならないこと。 

 (2) 運営に関する基準 

ア 利用申込者又はその家族にあらかじめ重要事項の説明を行い、利用申

込者の同意を得ること。 

  イ 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならないこと。 

  ウ 適切なサービスの提供が困難な場合、他の事業者の紹介その他の必要

な処置を講じること。 

  エ 被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認すること。 

  オ 要介護認定を申請していない利用申込者に対し、速やかに申請が行わ

れるよう援助を行うこと。 

  カ 介護支援専門員に身分を証明する書類を携帯させ、利用者等から求め

られた場合に提示すること。 

  キ 利用料と居宅介護サービス計画費との間に不合理な差が生じないよう

にしなければならないこと。 

  ク 利用料の支払を受けた場合は、額等を記載したサービス提供証明書を

交付すること。 

  ケ 利用者の要介護状態の軽減等に役立つように行われるとともに、保健

医療サービスを提供する者との連携に十分配慮すること。 
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  コ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

   (ｱ) 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うよう状況等に応じ、

継続的かつ計画的にサービス等の利用が行われるようにすること。 

   (ｲ) 介護サービス以外の保健医療サービス、福祉サービス等の利用も含

めて、サービス計画に位置付けること。 

   (ｳ) サービス担当者と利用者の状況に関する情報を共有するとともに、

サービス計画原案について意見を求めること。 

  サ 毎月、市町村に対してサービス計画において法定代理受領サービスと

して位置付けたものに関する情報を報告すること。 

  シ 利用者からの申出等に応じて、直近のサービス計画及びその実施状況

に関する書類を交付すること。 

  ス 利用者が不正な行為により保険給付を受けたとき等は、遅滞なく市町

村に通知すること。 

  セ 管理者は従業者及び業務を一元的に管理し、従業者に規定を遵守させ

るため必要な指揮命令を行うこと。 

  ソ 事業の目的、運営の方針その他運営についての重要事項に係る規程を

定めておくこと。 

  タ 適切な居宅介護支援を提供できるよう勤務体制を定め、職員の資質の

向上のための研修機会を確保すること。 

  チ 運営に必要な広さの区画と必要な設備及び備品等を備えること。 

  ツ 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うこと。 

  テ 運営規程の概要等利用申込者のサービスの選択に役立つ重要事項を事

業所に掲示すること。 

  ト 正当な理由なく、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らし

てならないこと。 

  ナ 広告は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。 

  ニ 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

   (ｱ) 事業者及び管理者は、特定のサービス事業者によるサービスを位置

付ける指示等をしてはならないこと。 

   (ｲ) 利用者に特定の事業者等によるサービスを利用させる対償として、

金品等の利益を収受してはならないこと。 

  ヌ 苦情処理 

   (ｱ) 居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けたサービス等に対す
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る苦情に、迅速かつ適切に対応すること。 

   (ｲ) 苦情の内容を記録するとともに、市町村の指導又は助言に従って必

要な改善を行うこと。 

  ネ 利用者に居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、家族等に連絡し、必要な処置を講じること。 

  ノ 事業所ごとに会計を区分するとともに、居宅介護支援と他の事業の会

計とを区分すること。 

  ハ 居宅介護支援のサービス提供記録等を整備し、５年間保存すること。 

 

３ 基準該当居宅介護支援の人員及び運営に関する基準 

基準該当居宅介護支援の人員及び運営に関する基準については、指定居宅

介護支援の人員及び運営に関する基準を準用すること。 

 

４ 事業者の指定申請に係る手続等の主な内容 

 (1) 指定の申請、変更の届出等に使用する様式を定めること。 

 (2) 指定等をしたときは、関係機関に対してその事業所情報の一部を提供す

ることができること。 

 (3) 指定した事業者の情報について、介護保険法の規定により公示する事項

を定めること。 

 

５ 指導及び監査の方法等の主な内容 

 (1) 指導の種類は、事業者を一定の場所に集めて行う集団指導及び事業所又

は別に指定する場所において行う実地指導とすること。 

 (2) 実地指導の方法等は、次のとおりとすること。 

  ア 事前に資料の提出を求めることができること。 

  イ ４週間前までに指導の実施を通知すること。 

  ウ 指導の結果、改善を求める事項があったときは、改善報告書を提出さ

せること。 

エ 指導において指摘した事項について改善が不十分なときは、再度の実

地指導を行うこと。 

オ 指導の結果、不正又は不当の事実が認められたときは、介護報酬等の

返還を求めること。 

 (3) 監査を実施する要件は、次のとおりとすること。 
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  ア 不正又は不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 

イ 法又は法に基づく政令に対する重大な違反があると疑うに足りる理由

があるとき。 

  ウ 度重なる指導によっても改善が見られないとき。 

  エ 正当な理由なく実地指導を拒否したとき。 

(4) 監査の方法等は、次のとおりとすること。 

  ア 必要に応じて事業所への書面調査及び被保険者への実地調査を行うこ

と。 

  イ 監査は、あらかじめ通知して行うこと。ただし、緊急に実施する必要

があるときは、当日に通知することができること。 

  ウ 監査の結果、必要と認めるときは、勧告や命令、指定の取消し等を行

い、その結果を公表する等の処置を採ること。 

エ 監査の結果、不正又は不当の事実が認められたときは、介護報酬等の

返還を求めること。 

 

６ 厚生労働省令に定める基準との比較 

  介護保険法の規定に基づき、市町村が従うべき又は参酌すべき基準を定め

た厚生労働省令（以下「省令」といいます。）では、サービス提供記録の保存

期間を「２年」と規定していますが、本市の施行規則では、介護報酬の返還

期間である５年間に対応できるよう、その保存期間を「５年」と規定（２（2）

ハ）します。 

  その他の基準については、省令の基準に基づき運営することで適切なサー

ビスが提供されていることから、異なる基準を定める必要性が認めらません

ので、省令のとおり規定するものです。 

  なお、これらの内容は、平成３０年３月３１日まで居宅介護支援事業の指

定権限を持つ神奈川県の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２６年神奈川県条例第４１号）」と同様です。 

 

７ 施行期日 

条例の施行期日と同じ、平成３０年４月１日とします。 
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議案第７号資料２ 

 

秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例の制定につい 

て 

 

１ 条例制定の趣旨及び経緯 

  高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるようにするためには、

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントが必要となり、地域でその役割

を担う介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的に関わっていくこ

とが重要です。このため、保険者機能の強化という観点から、「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律」により「介護保険法」の一部が改正され、平成３０年４月１日に居宅介

護支援事業者の指定に係る権限等が都道府県知事から市町村長に移譲される

こととなっています。 

これに伴い、現在、神奈川県の条例で定められている居宅介護支援の基準

について、本市の条例で定める必要が生じたものです。 

 

２ 条例で定める主な基準等 

 (1) 指定を受けることができる事業者の要件 

 (2) 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の基本方針 

(3) 指定申請及び指定更新申請に係る審査手数料 

 (4) 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関

する基準等の規則への委任 

 

３ 指定申請及び指定更新申請に係る審査手数料について 

(1) 手数料徴収の考え方 

指定審査等に係る審査事務が、地方自治法第２２７条に規定する特定の

者のためにする事務であることを踏まえ、応益負担及び歳入確保の観点か

ら、その事務に係る手数料を徴収するものです。 

(2) 手数料の額 

      秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業に関する条例第１５

条に規定する手数料の積算方法及び基準単価に基づき積算した額とします。 



議案第７号資料３
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